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プラン実施期間（７年間） 

後期実施計画（４年間） 前期実施計画（３年間） 

平成２４年度～２６年度 平成２７年度～３０年度 

前期実施計画（平成２４年度から２６年度）の策定にあたって 

 

男女共同参画社会基本法においては、地方公共団体の責務として、地域の特性を活かした男女共同参

画社会づくりの施策に取組むことが求められています。 

 「第２次やまと男女共同参画プラン」はこれまでの「やまと男女共同参画プラン」を見直し、男女共

同参画を一層促進していくための基本的方針として策定しました。 

このプランに基づき具体の施策展開を図るために策定したのが「前期実施計画」です。 

 「前期実施計画」は、「男女共同参画行政推進会議」の調査、研究を担う「アクティブ・スタッフ会

議」において討議を重ね、「男女共同参画行政推進会議」が策定しました。 

 

１ 前期実施計画策定の趣旨  

 「第２次やまと男女共同参画プラン」計画期間（平成２４年度から平成３０年度までの７年間）の前

半３年間を担う実施計画として、プランの着実な推進を図るために定めるものです。 

 

２ 実施計画の期間 

 平成２４年度から平成２６年度までの３年間を前期、平成２７年度から平成３０年度までの４年間を

後期として実施計画を策定します。なお、施策の実施に当たり、諸情勢に変化が生じた場合は、必要に

応じて見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ プランの新たな取り組み 

（１）人権が尊重される社会づくり 

性の尊重、暴力の根絶及び虐待・ハラスメントの防止にの啓発に努めます。 

 

（２）仕事と生活の調和づくり 

男女が仕事、子育て及び介護等の家庭生活、地域生活等のバランスをはかり、生涯を通じて充実した

生活が送れるような環境整備を進めます。 

   

 

 



 

 

４ プランの重点項目 

 今回のプランでは以下の個別目標に特に力を入れて事業を実施していく。いずれもこれまでの市の取

組みで十分に達成できなかったもの、もしくは新たに取組む必要があるものです。 

 

（１）女性に対するあらゆる暴力の根絶 個別目標１－（３） 

人権侵害である暴力行為の防止、及び被害者の支援体制の充実のための取組みを行います。 

 

＊ また、この個別目標は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第２条

の３第３項に基づく大和市の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基

本的な計画」としても位置づけます。 

 

（２）社会制度・慣行の見直し、意識の改革 個別目標２－（１） 

生活のあらゆる分野で性別役割分担意識を見直すことにより、性別にとらわれず個人が意欲的に仕事、

家庭、地域での活動に取組むことができるよう啓発していきます。 

 

（３）ポジティブ・アクションの推進 個別目標３－（２） 

就労分野における女性登用の拡大を実現するため、情報提供や啓発を進め、市役所における女性職員

の管理監督職への登用の割合を、国の目標に準ずる３０％に設定して取組んでいきます。また、自治会、

消防団、ＰＴＡ等において、主要役員等への女性比率の「ゼロをなくす運動」を展開するよう各団体に

要請していきます。 

 

（４）仕事と家庭を両立するための環境整備 個別目標４－（１） 

男性の家事への参加が進んでいない状況を改善するために、男女ともに、仕事、子育て及び介護等の

家庭生活、地域生活等のバランスをはかり、生涯を通じて充実した生活が送れるような環境整備を進め

ていきます。 

 

（５）さまざまな主体による地域づくり 個別目標５－（３） 

行政と市民、ＮＰＯ及び企業等とのネットワークづくりを推進し、各世代の男女がそれぞれの得意分

野に関する知識や能力を活かして、育児をする人が情報を交換する場や、子どもから高齢者まで異なる

世代の市民が交流できる行事の充実等に参画できる環境づくりを推進します。 

 

５ 目標とする指標 

 

（１） 男女が平等であると感じる市民の割合 

 大和市 国（内閣府） 

実績値 22.4%（21年度） 

男女共同参画に関する市民意識調査 
23.2 %（21年 10月） 

目標値 35.0％（25年度）第 8次大和総合計画 

目標値 
― 



 

 

（２） 管理・監督職に占める女性の割合 

 大和市 管理・監督

職に占める女性の

割合 

都道府県の本庁課

長相当職以上 

国 の 地 方 機 関 課

長・本庁課長補佐相

当職以上 

民間企業の課長相

当職以上 

実績値 12.8%（24年） 5.7%（21年） 5.1%（20年度） 6.5%（21年） 

目標値 

17.0％（26年） 

国の第３次基本計

画では、平成 32年

度までに 30.0％ 

10%程度（27年度末） 10%程度（27年度末） 10%程度（27年） 

 

（３） 審議会、委員会などにおける女性の割合 

 
大和市 

国の審議会等にお

ける女性の割合 

都道府県の審議会

等に占める女性の

割合 

市区町村の審議会

等に占める女性の

割合 

実績値 24.7%（23年） 33.2 %（21年） 28.4%（21年） 23.3%（21年） 

目標値 50.0％（25年度） 

第8次大和総合計画

目標値 

40%以上 60%以下 

（３２年） 
30%（27年） 30.0%（27年） 

 

６ 成果の目安 

 成果の目安については、第２次やまと男女共同参画プランの進捗状況を図る指標として、成果を継続

して図るために定めるものです。 

 これまでの「やまと男女共同参画プラン」の成果の目安については、引き続き計測するものとし、新

たな指標も加えて公表します。 

 

（１）自治会長に占める女性の割合 

 大和市 国（第３次基本計画） 

実績値 ３．１％（２２年度） ４．１ ％（２２年） 

目標値 ― １０％（２７年） 

 

（２） ＰＴＡ会長に占める女性の割合 

 大和市 国（第３次基本計画） 

実績値 １４．３％（２２年度） １０．５ ％（２２年） 

 

（３） 市職員の育児休業取得者のうち男性の割合 

 大和市 国（第３次基本計画） 

実績値 ０％（２２年度） １．７２ ％（２１年） 

目標値 ― １３％（３２年） 

 

 

 



 

 

（４） ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）という用語の認知度 

 大和市 国（第３次基本計画） 

実績値 ４４％（２１年度） 

大和市男女共同参画に関する市民意識調査 
３７ ％（２１年） 

目標値 ５０％以上（２６年度） ５０％以上（２７年） 

 

◎以下、国等の比較するデータがない大和市の指標 

（１）配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律（ＤＶ防止法）の

認知度 

７２．８％（２１年度） 

大和市男女共同参画に関する市民意識調査 

（２）ＤＶを受けていることを誰かに相

談した割合 

２９．８％（２１年度） 
大和市男女共同参画に関する市民意識調査 

（３）ストーカー規制法の認知度 
８８．１％（２１年度） 

大和市男女共同参画に関する市民意識調査 

（４）男女共同参画基本法の認知度 
４３．１％（２１年度） 

大和市男女共同参画に関する市民意識調査 

（５）公立中学校生徒会役員の女子生徒

の割合 
５０．７％（２２年度） 

（６）市民セミナーのアンケートで、「男

女は平等であると」感じている割合 
１０．２％（２２年度） 

（７）ジェンダーの認知度 
３３．５％（２１年度） 

大和市男女共同参画に関する市民意識調査 

（８）ポジティブ・アクションの認知度 
２１．５％（２１年度） 

大和市男女共同参画に関する市民意識調査 

（９）育児・介護基本法の認知度 
７８．７％（２１年度） 

大和市男女共同参画に関する市民意識調査 

（10）男女雇用均等法の認知度 
８４．６％（２１年度） 

大和市男女共同参画に関する市民意識調査 

（11）男女共同参画情報誌「わくわく」

の認知度 
１２．７％（２１年度） 

大和市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

７ 前期実施計画の推進 

（１） 毎年度ごとに、各事業の実施状況（事業実施内容、目標値、実績値、目標達成率、次年度目標

値）、成果の目安を記載した年次報告書を作成します。 

（２） この報告書を庁内組織である「男女共同参画行政推進会議」及び「大和市男女共同参画懇話会」

に報告し、必要に応じて事業実施内容等について協議していただくとともに、協議結果を各事業

主管課にフィードバックし、次年度以降の事業に生かせるようにします。 

（３） 年次報告書は市のホームページ等で広く市民に公表し、広く意見をいただきながらプランの推

進に取り組んでいきます。 

 

 

 

 



 

 

８ プラン体系図 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

９ 前期実施計画の見方  

 

 

基本目標１ 人権が尊重される社会づくり 

個別目標１－（１） 性の尊重と重要性の浸透 

方針１－（１）－① 性の尊重とリプロダクティブ・ヘルス/ライツの浸透（注１） 

 

 

＜施策の方向＞ 

 

ア 人間尊重、男女平等の精神に基づき、性を人権としてとらえる意識づくりのため、学習機会の充実

に努めます。 

イ 学校や地域において性に関する学習の機会の充実を図るとともに、リプロダクティブ・ヘルス／ラ

イツの理念に関する知識の普及に努めます。 

ウ 性に関する相談体制を整備します。 

エ 男女が互いの性差を正しく理解した上で、性の尊重や母性機能の重要性などを認識できるよう、啓

発活動を展開します。 

オ セクシュアル・マイノリティ（注２）への理解を促進するための啓発に努めます。 （ 

 

 

 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア、イ 
ジェンダーに関する学習機会の提

供 
国際・男女共同参画課 ２－（１）－① 

２ ア、イ 
性と男女平等に関する学習機会の

提供 
国際・男女共同参画課 

 

３ ア、イ 
メディアと男女平等に関する学習

機会の提供 
国際・男女共同参画課 １－（１）－② 

４ ア、イ 
ジェンダーに関する学習機会の提

供 
生涯学習センター ２－（１）－① 

５ ア、イ 
性と男女平等に関する学習機会の

提供 
生涯学習センター  

６ ア、イ 
メディアと男女平等に関する学習

機会の提供 
生涯学習センター １－（１）－② 

７ 
ア、イ、ウ、

エ 

かながわ女性センター事業の紹介 
国際・男女共同参画課  

８ 
ア、イ、エ、

オ 
職員に対する研修機会の提供 国際・男女共同参画課  

目指す姿「男女共同参画社会の実

現」を達成するための５つの目標 

基本目標を達成するた

めの 13 項目の個別目標 

 

個別目標に基づき、具体の

事業を行う際の方向性を

示すもの 

 

個別目標を達成するため

の２１の方針 

施策の方向に沿って、各課かいが行う事業名。限

定できるものはなるべく具体的に記した 

事業を推進する課かい名。同一事業でも、2 以上

の所管がある場合は重複して掲載した 

重複する他の方針は、同一事業だが、他の基本

目標、個別目標の達成を担う事業が関連する体

系番号を記載 

 



 

 

基本目標１ 人権が尊重される社会づくり 

個別目標１－（１） 性の尊重と重要性の浸透 

方針１－（１）－① 性の尊重とリプロダクティブ・ヘルス/ライツの浸透（注１） 

 

＜施策の方向＞ 

ア 人間尊重、男女平等の精神に基づき、性を人権としてとらえる意識づくりのため、学習機会の充実に努

めます。 

イ 学校や地域において性に関する学習の機会の充実を図るとともに、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

の理念に関する知識の普及に努めます。 

ウ 性に関する相談体制を整備します。 

エ 男女が互いの性差を正しく理解した上で、性の尊重や母性機能の重要性などを認識できるよう、啓発活

動を展開します。 

オ セクシュアル・マイノリティ（注２）への理解を促進するための啓発に努めます。 （ 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア、イ 
ジェンダーに関する学習機会の提

供 
国際・男女共同参画課 ２－（１）－① 

２ ア、イ 
性と男女平等に関する学習機会の

提供 
国際・男女共同参画課 

 

３ ア、イ 
メディアと男女平等に関する学習

機会の提供 
国際・男女共同参画課 １－（１）－② 

４ ア、イ 
ジェンダーに関する学習機会の提

供 
生涯学習センター ２－（１）－① 

５ ア、イ 
性と男女平等に関する学習機会の

提供 
生涯学習センター  

６ ア、イ 
メディアと男女平等に関する学習

機会の提供 
生涯学習センター １－（１）－② 

７ 
ア、イ、ウ、

エ 
かながわ女性センター事業の紹介 国際・男女共同参画課  

８ 
ア、イ、エ、

オ 

海外の女性問題に関する情報収集

と提供 
国際・男女共同参画課  

９ 
ア、イ、エ、

オ 
市民・企業への情報提供 国際・男女共同参画課 

１－（３）－① 

１－（４）－② 

４－（１）－① 

４－（１）－② 

１０ 
ア、イ、エ、

オ 
職員に対する研修機会の提供 国際・男女共同参画課  

１１ イ 
メディアを活用したリプロダクテ

ィブ・ヘルス／ライツに関する啓発 
国際・男女共同参画課 １－（１）－② 



 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１２ イ、エ、オ 

広報やまと、インターネット、チラ

シ、ＦＭやまとなどを活用した啓発

活動 

国際・男女共同参画課 

 

１３ イ、エ、オ 
男女共同参画情報誌「わくわく」等

の発行 
国際・男女共同参画課 ２－（１）－① 

１４ イ、エ、オ 

Ｗｅｂページの充実、市民活動課と

各学習センターへの情報コーナー

配置 

国際・男女共同参画課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）性と生殖に関する健康・権利 

（注２）セクシュアル・マイノリティ：性的少数派（同性愛、両性愛、性同一性障害などが含まれると考え

られている）。 

 

 



 

 

基本目標１ 人権が尊重される社会づくり 

個別目標１－（１） 性の尊重と重要性の浸透 

方針１－（１）－② メディアにおける女性の人権の尊重 

 

＜施策の方向＞ 

ア 市で刊行物やホームページを作成する際、男女共同参画の視点に沿った人権を尊重した表現へ配慮しま

す。 

イ 情報を発信するメディアに対し、男女共同参画の視点に沿った人権を尊重した表現へ配慮するよう働き

かけます。 

ウ メディアの情報を受け手が男女共同参画の視点に立って読み解く力の向上のため、啓発活動を実施しま

す。 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア 
広報やまと等広報紙を作成する際

の人権への配慮 
広報広聴課  

２ ア、イ 
ネットワーク・システム利用におけ

るルール遵守の働きかけ 
情報政策課  

３ イ 
メディアと男女平等に関する学習

機会の提供 
国際・男女共同参画課 １－（１）－① 

４ イ 
メディアと男女平等に関する学習

機会の提供 
生涯学習センター １－（１）－① 

５ イ 道路上の有害看板等の撤去 街づくり推進課  

６ イ 道路上の有害看板等の撤去 土木管理課  

７ イ 道路上の有害看板等の撤去 青少年相談室  

８ ウ 
メディアを活用したリプロダクテ

ィブ・ヘルス／ライツに関する啓発 
国際・男女共同参画課 １－（１）－① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

基本目標１ 人権が尊重される社会づくり 

個別目標１－（２） 生涯を通じた女性の健康支援 

方針１－（２）－① 健康創造のための事業の推進 

 

＜施策の方向＞ 

ア 乳幼児期から高齢期までの生涯を通じた日常生活の健康管理や生活習慣病予防のための知識を普及し啓

発に努めます。 

イ 健康の保持増進と疾病の早期発見、早期治療のために各年代に応じた健康診査事業を充実させます。 

ウ 男女がからだと性について互いに尊重し、責任ある行動がとれるよう学校において、健康教育を行いま

す。 

エ ＨＩＶ・エイズ、性感染症に対して感染を予防し、患者と感染者への理解を深めるための啓発を県と連

携して行います。 

オ 生涯を通じた健康づくりを推進するため、女性特有の病気の健康診査事業を充実させ、早期発見に努め

ます。 

カ 妊婦が安心して子どもを産むことのできる支援を行います。 

キ 健康づくりのためのスポーツ活動などを積極的に推進するとともに、個人個人の体力、年齢などに即し

た無理のないスポーツ活動を行うことができるよう努めます。 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア 
各年代に応じた健康教育や学習機

会の充実 
健康づくり推進課  

２ ア 健康相談の充実 健康づくり推進課  

３ ア 
健診後の要指導者に対する訪問指

導 
健康づくり推進課  

４ ア 食生活改善推進委員活動の充実 健康づくり推進課  

５ ア 
女性健康診査受診対象者に対する

保健及び栄養指導 
健康づくり推進課  

６ ア 
各年代に応じた健康教育や学習機

会の充実 
こども総務課  

７ ア 
各年代に応じた健康教育や学習機

会の充実（食に関する指導） 
保健給食課  

８ ア 
児童生徒の健康診断（内科・歯科・

眼科・耳鼻科） 
保健給食課  

９ ア、イ 
生活習慣病予防のための特定健診、

長寿健診及び特定保健指導 
健康づくり推進課  

１０ ア、イ 
地域包括支援センターの職員によ

る高齢者宅訪問 
高齢福祉課  



 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１１ ア、イ、カ 
妊産婦、新生児、乳幼児に対する訪

問指導 
こども総務課  

１２ ア、ウ 
各年代に応じた健康教育や学習機

会の充実 
指導室  

１３ ア、キ 
健康づくり推進思想の普及及び健

康増進活動の推進 
健康づくり推進課  

１４ ア、キ 

生活習慣病予防を目的に健康教室

や講演会、測定機器による測定を実

施 

健康づくり推進課  

１５ イ 
各年代に応じた健康診査事業の充

実 
保険年金課  

１６ イ 
各年代に応じた健康の保持増進体

制の充実 
こども総務課  

１７ イ 
外科・内科のスポーツドクターによ

るスポーツ健康相談 

公益財団法人大和市

スポーツ・よか・みど

り財団 

 

１８ イ、オ 
各年代に応じた健康診査事業の充

実 
健康づくり推進課  

１９ イ、オ 
女性の健康診査の実施により健康

づくりに対する意識啓発を実施 
健康づくり推進課  

２０ エ 
大和保健福祉事務所での検査や相

談の機会の活用 
健康づくり推進課  

２１ カ 

妊娠、出産、育児に関する相談を随

時電話相談および定例育児相談を

実施 

こども総務課  

２２ キ 
各年代に応じたスポーツ教室の開

催 

公益財団法人大和市

スポーツ・よか・みど

り財団 

５－（３）－① 

 

 

＊ 表中、網掛けの事業は、公益財団法人及び社会福祉法人が実施する事業ですが、市の施策と深く関連

し、市の男女共同参画の推進を補完する事業と考え登載しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

基本目標１ 人権が尊重される社会づくり 

個別目標１－（３） ★女性に対するあらゆる暴力の根絶 

方針１－（３）－① ＤＶ防止に向けた啓発活動の充実 

 

＜施策の方向＞ 

ア ＤＶは犯罪という認識に立ち、関係資料を収集し、情報の提供に努めます。 

イ ＤＶやハラスメント等の問題について理解と認識を深めるための講演会等を開催するほか、啓発資料の

作成を行います。 

ウ 市民の意識やその変化を的確に把握するため、定期的に調査を実施し研究・分析を行います。 

エ 職員に対してＤＶやハラスメント等に関する研修を実施し、問題への意識を高めます。 

オ 「男女共同参画社会基本法」、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ防止法）」

等が雇用する側と働く側に周知されるよう啓発と広報活動に努めます。 

カ 学校及び若年層へのデートＤＶ防止への理解を深めるための取り組みを実施します。 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア 企業への学習機会の情報提供 産業活性課 

１－（４）－② 

３－（２）－② 

４－（１）－① 

２ ア 法制度の情報提供 国際・男女共同参画課 
１－（４）－② 

４－（１）－① 

３ ア、ウ 情報提供の場の充実 国際・男女共同参画課 

１－（４）－② 

４－（１）－① 

４－（１）－② 

４ イ 担当職員の知識の向上・能力開発 国際・男女共同参画課 １－（４）－② 

５ 
イ、エ、オ、

カ 

ＤＶ防止キャンペーンやＤＶ防止

市民セミナー実施 
国際・男女共同参画課  

６ イ、オ 市民・企業への情報提供 国際・男女共同参画課 

１－（１）－① 

１－（４）－② 

４－（１）－① 

４－（１）－② 

 

 

 

 

 

 

 

★印で、カッコで囲んでいる個別事業は、市で特に力を入れて取り組む重点項目と位置付けています。 

 



 

 

基本目標１ 人権が尊重される社会づくり 

個別目標１－（３） ★女性に対するあらゆる暴力の根絶 

方針１－（３）－② ＤＶ被害者に対する支援体制の充実 

 

＜施策の方向＞ 

ア ＤＶ被害者の安全確保並びに秘密保持を最優先するとともに、県や一時保護施設及び警察と連携して、

迅速に保護します。 

イ ＤＶ被害者の状況に応じて、心身のケア、各種支援制度に関する情報提供、経済的支援や就労支援など、

自立へ向けての支援策を充実させます。 

ウ ＤＶ被害者支援対応マニュアルの作成並びに関係機関のネットワーク会議を定期的に開催し、連携の強

化を図ります。 

エ 相談員及び職員の資質向上のための研修制度、相談体制の強化を図るほか、被害者のプライバシーの保

護に細心の注意を払いつつ安心して相談できる環境を整備します。 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア 電話による相談 市民相談課 １－（４）－② 

２ ア、イ 女性の緊急一時保護・自立支援 生活援護課  

３ ウ、エ 専門相談員・女性相談員の配置 市民相談課 １－（４）－① 

４ エ 
県等が主催する研修会へ市民相談

員・女性相談員を派遣 
市民相談課 

１－（４）－① 

１－（４）－② 

５ エ 親と子の電話相談、及び啓発活動 青少年相談室 
１－（４）－① 

５－（１）－② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

基本目標１ 人権が尊重される社会づくり 

個別目標１－（４） 人権意識の向上 

方針１－（４）－① 児童虐待・高齢者虐待・障がい者虐待の防止 

 

＜施策の方向＞ 

ア あらゆる虐待を防止するための啓発を行うとともに、防止に向けた取り組みを促進します。 

イ 虐待の実態を把握し、迅速で適切な対応を取ることができるよう、被害者に対する相談、保護、救済制

度の取り組みを充実させます。 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア 市民相談・女性相談 市民相談課 
 

２ ア 介護サービス事業者への啓発 介護保険課 
 

３ ア 高齢者虐待防止の普及啓発 高齢福祉課 
 

４ ア 
児童虐待防止のための情報収集と

啓発 
保育家庭課 

 

５ ア 
青少年育成関係団体へ啓発資料を

配布 
こども・青少年課 

 

 

６ ア 「ひまわり相談」における電話相談 
社会福祉法人 

大和市社会福祉協議会 

 

５－（１）－① 

 

７ ア、イ 
児童虐待にかかわる相談・通報等へ

の対応 
保育家庭課 

 

８ ア、イ 親と子の電話相談、及び啓発活動 青少年相談室 
１－（３）－② 

５－（１）－② 

９ イ 
県等が主催する研修会へ市民相談

員・女性相談員を派遣 
市民相談課 

１－（３）－② 

１－（４）－② 

１０ イ 専門相談員・女性相談員の配置 市民相談課 １－（３）－② 

１１ イ 
介護サービス利用者からの相談・対

応 
介護保険課 

 

１２ イ 

地域包括支援センター・在宅介護支

援センター、介護サービス事業者と

連携した相談・対応 

高齢福祉課 

 

１３ イ 大和市障がい者相談支援事業 障がい福祉課 
 

１４ イ 専門相談員の研修会等の充実 保育家庭課 
 



 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１５ イ 専門相談員の研修会等の充実 
社会福祉法人 

大和市社会福祉協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

基本目標１ 人権が尊重される社会づくり 

個別目標１－（４） 人権意識の向上 

方針１－（４）－② ハラスメントの防止（注３） 

 

＜施策の方向＞ 

ア （再掲）ＤＶやハラスメント等の問題について理解と認識を深めるための講演会等を開催するほか、啓

発資料の作成を行います。 

イ （再掲）職員に対してＤＶやハラスメント等に関する研修を実施し、問題への意識を高めます。 

ウ 「男女雇用機会均等法」及び「男女共同参画社会基本法」等が雇用する側と働く側に周知されるよう啓

発と広報活動に努めます。 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア 企業への学習機会の情報提供 産業活性課 

１－（３）－① 

３－（２）－② 

４－（１）－① 

２ ア 市民・企業への情報提供 国際・男女共同参画課 

１－（１）－① 

１－（３）－① 

４－（１）－① 

４－（１）－② 

３ ア 情報提供の場の充実 国際・男女共同参画課 

１－（３）－① 

４－（１）－① 

４－（１）－② 

４ ア 
職員に対する性差別表現是正に係

る研修の実施 
国際・男女共同参画課  

５ ア、イ 
セクシュアル・ハラスメントの実態

把握 
国際・男女共同参画課  

６ ア、ウ 法制度の情報提供 国際・男女共同参画課 
１－（３）－① 

４－（１）－① 

７ イ 
セクシュアル・ハラスメント相談

員・職員への研修 
人財課  

８ イ 
県等が主催する研修会へ市民相談

員・女性相談員を派遣 
市民相談課 

１－（３）－② 

１－（４）－① 

９ イ 専門相談員・女性相談員による相談 市民相談課 ４－（１）－② 

１０ イ 電話による相談 市民相談課 １－（３）－② 

１１ イ 婦人相談員による相談 生活援護課 ４－（１）－② 

１２ イ 担当職員の知識の向上・能力開発 国際・男女共同参画課 １－（３）－① 



 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１３ イ 
専門相談員による「こころの健康相

談」を開設 

社会福祉法人 

大和市社会福祉協議会 

５－（１）－① 

４－（１）－② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注３）ハラスメント：他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊

厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えること 

 



 

 

基本目標２ 男女共同参画への意識づくり 

個別目標２－（１） ★社会制度・慣行の見直し、意識の改革 

方針２－（１）－① 固定的性別役割分担意識の見直し 

 

＜施策の方向＞ 

ア 家庭･地域･学校・職場等のあらゆる分野において性別役割分担意識を見直し、教育機関・行政･企業･関

連団体等が連携し啓発を進めます。 

イ 性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、自らの人生を主体的に考えることができるように、個

性や能力を生かす職業観や生活観を育む教育の推進に努めます。 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア 
男女共同参画に関する意識啓発の

ための職員研修 
人財課  

２ ア 出産・育児に関する学習機会の提供 こども総務課 
４－（１）－② 

４－（２）－① 

３ ア 地域活動団体等への働きかけ こども・青少年課 ３－（１）－① 

４ ア 
ジェンダーに関する学習機会の提

供 
国際・男女共同参画課 １－（１）－① 

５ ア 
男女共同参画に関する意識調査の

実施 
国際・男女共同参画課  

６ ア 
ジェンダーに関する学習機会の提

供 
生涯学習センター １－（１）－① 

７ ア 
地域活動団体等への女性委員参加

の働きかけ 
生涯学習センター  

８ ア 
災害現場活動への女性の参加 

（消防団） 
警防課  

９ ア、イ 
男女共同参画情報誌「わくわく」等

の発行 
国際・男女共同参画課 １－（１）－① 

１０ ア、イ 
男女共同参画に関する情報提供の

場の充実 
国際・男女共同参画課 ５－（３）－② 

１１ ア、イ 
男女共同参画コーナー（掲示・閲

覧・配布）の充実 
生涯学習センター ５－（３）－② 

１２ イ 
女性職員の職務内容の見直しと職

域の拡大 
人財課 ３－（２）－② 

１３ イ 
能力に応じた女性職員を管理職へ

の登用 
人財課 ３－（２）－② 

１４ イ 
男女共同参画に関する職員研修の

機会を提供 
国際・男女共同参画課  



 

 

基本目標２ 男女共同参画への意識づくり 

個別目標２－（２） 男女平等を推進する教育の展開 

方針２－（２）－① 男女共同参画学習の推進 

 

＜施策の方向＞ 

ア 児童・生徒の発達段階に応じた男女平等教育の推進を図ります。 

イ 豊かな人格形成を目的とし、人間尊重・男女平等の精神に基づいた性教育の推進に努めます 

ウ 性別にとらわれないキャリア教育を推進し、能力や適正を生かした進路指導や職業教育の充実を図りま

す。 

エ 教育関係者に対して男女共同参画社会の形成への理解を図るための研修を促進します。 

オ 自立して主体的な生活を営むために、家庭のあり方や家族の人間関係など今日的課題を考慮した教育の

充実に努めます。 

カ （再掲）男女がからだと性について互いに尊重し、責任ある行動がとれるよう学校や地域における健康

教育と多様な相談体制を充実します。 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア 青少年育成関係団体への働きかけ こども・青少年課  

２ ア 混合名簿の推進 指導室  

３ ア 「夏休み子どもまなびや」事業 指導室  

４ ア 少年消防団支援事業 予防課  

５ ア、イ、カ 
発達段階に応じた性に関する教育

と相談 
指導室 ２－（２）－② 

６ ウ 
個性を生かした主体的な進路選択

能力の育成 
指導室  

７ ウ 進路指導推進事業 指導室  

８ エ 
教職員に対する男女平等研修の充

実 
指導室 ２－（２）－② 

９ オ 
自立をねらいとした生活科・家庭科

教育 
指導室  

 

 

 

 

 



 

 

基本目標２ 男女共同参画への意識づくり 

個別目標２－（２） 男女平等を推進する教育の展開 

方針２－（２）－② 幼児期からの平等意識の形成 

 

＜施策の方向＞ 

ア 幼児の発達段階に応じた男女平等教育の推進を図ります。 

イ 生涯を通じた男女平等教育の初期段階として、保育所・幼稚園において、子どもの性差や個人差に留意

し、性別による固定的な分担意識を植え付けないよう配慮します。 

ウ 保育所･幼稚園に対し、平等意識形成のための出前講座を実施します。 

エ 幼児期の子どもを持つ親に対し、男女平等意識に対する意識の啓発に努めます。  

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア 
教職員に対する男女平等研修の充

実 
指導室 ２－（２）－① 

２ 
ア、イ、ウ、

エ 

発達段階に応じた性に関する教育

と相談 
指導室 ２－（２）－① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

基本目標３ あらゆる分野への男女共同参画づくり 

個別目標３－（１） 政策・方針決定過程への女性の参画の促進 

方針３－（１）－① 地域活動における女性リーダー登用の促進 

 

＜施策の方向＞ 

ア 女性が役員等、意思決定の場に参画する際に、障がいとなる状況を取り除き、女性の積極的な参画と女

性が参画しやすい土壌づくりの支援を行います。 

イ 自治会・消防団･商工会議所･社会福祉協議会、ＰＴＡ等の各団体に対して、主要役員等への女性比率の

「ゼロをなくす運動」を展開する目標設定を要請します。 

ウ 防災の分野において、女性リーダーの登用を促進します。 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア 地域活動団体等への働きかけ 生活あんしん課  

２ ア、イ 女性リーダーに関する情報提供 生活あんしん課  

３ ア、イ 
地域活動団体への働きかけ 

（商工会議所） 
国際・男女共同参画課  

４ ア、イ 地域活動団体等への働きかけ こども・青少年課 ２－（１）－① 

５ ア、イ 
地域活動団体等への働きかけ 

（大和市ＰＴＡ連絡協議会等へ） 
生涯学習センター  

６ ア、イ 
地域活動団体等への働きかけ 

（利用者懇談会） 
生涯学習センター  

８ ア、イ 地域活動団体への働きかけ 
社会福祉法人大和市

社会福祉協議会 
 

９ ウ 自主防災組織支援事業 危機管理課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

基本目標３ あらゆる分野への男女共同参画づくり 

個別目標３－（２） ★ポジティブ・アクションの推進 

方針３－（２）－① 審議会等における女性の割合の拡大 

 

＜施策の方向＞ 

ア 女性がいない審議会等の解消に努めるとともに、審議会等への女性の参画率を５０％に近づけるよう努

めます。 

イ 女性の参画率の低い審議会等へのヒアリングを実施し、人材発掘をする際の情報提供等を行います。 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア 
女性委員の比率目標達成のための

働きかけと結果の公表 
政策総務課  

２ ア、イ 
女性委員の比率目標達成のための

働きかけと結果の公表 
国際・男女共同参画課  

３ イ 女性人材に関する情報収集と提供 国際・男女共同参画課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

基本目標３ あらゆる分野への男女共同参画づくり 

個別目標３－（２） ★ポジティブ・アクションの推進 

方針３－（２）－② 就労分野における女性登用の拡大 

 

＜施策の方向＞ 

ア 女性の職域を拡大するため、能力開発や起業等の情報提供と学習機会の充実に努めます。 

イ 結婚、出産、育児、介護、病気などさまざまな理由で離職した女性の再就職を支援するため、関係機関

と連携し求人情報提供、再就職準備講座の開催等を行います。 

ウ 女性が企業、団体の役員へ登用され、方針決定過程に参画できるよう、関係機関と連携し意識啓発を推

進します。 

エ 女性の進出が進んでいない分野において、指導的立場で活躍している、ロールモデルとなる女性の情報

を提供し、啓発に努めます。 

オ 働く女性が持つさまざまな悩みに対し、適切な指導や助言を得られるように、相談機能の充実を図りま

す。 

カ 市役所において、女性職員が働きやすい環境の整備、管理監督職への女性の登用に積極的に取り組みま

す。 

※目標：国に準じて、女性職員の管理監督職への登用割合を３０％に近づけます。 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア 女性の起業に関する情報の提供 産業活性課  

２ ア 女性の起業に関する情報の提供 国際・男女共同参画課  

３ ア 
女性リーダーのための学習機会の

提供 
生涯学習センター  

４ ア、ウ 企業への学習機会の情報提供 産業活性課 

１－（３）－① 

１－（４）－② 

４－（１）－① 

５ 
ア、ウ、エ、

オ 
勤労者・企業への情報提供 産業活性課 ４－（１）－② 

６ イ ひとり親家庭への就労支援 こども総務課 ４－（１）－② 

７ ウ 
市が実施する各種調査との連携と

意識啓発 
国際・男女共同参画課  

８ ウ、エ 女性リーダーに関する情報提供 国際・男女共同参画課  

９ カ 
女性職員の職務内容の見直しと職

域の拡大 
人財課 ２－（１）－① 



 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１０ カ 
能力に応じた女性職員の管理職へ

の登用 
人財課 ２－（１）－① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

基本目標４ 仕事と生活の調和づくり 

個別目標４－（１） ★仕事と家庭を両立するための環境整備 

方針４－（１）－① 職場における男女共同参画の取組み促進 

 

＜施策の方向＞ 

ア 職場において、性別にとらわれず個人の意思や能力に応じて人材の配置･職務の分担が行われるよう、雇

用する側と働く側の意識啓発に努めます。 

イ 企業経営者、人事労務担当者、労働者に向けて、ダイバーシティー（注４）の啓発並びに労働者が多様

な働き方を選択できるよう、ワーク･ライフ･バランスの考え方や、経営上のメリット・必要性、具体的

な取組み方法等についての情報と学習機会を提供します。（注 

ウ （再掲）働く女性が持つさまざまな悩みに対し、適切な指導や助言を得られるように、相談機能の充実

を図ります。 

エ 女性の能力を活用し、男女がともに働きやすい職場環境づくりを支援するため、積極的に取組みを進め

る市内事業所を認定・表彰します。また認定・表彰事業所の取り組みについて情報提供し、他の市内事

業所への普及・啓発を図ります。 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア、イ 企業への学習機会の情報提供 産業活性課 

１－（３）－① 

１－（４）－② 

３－（２）－② 

２ ア、イ、エ 市民・企業への情報提供 国際・男女共同参画課 

１－（１）－① 

１－（３）－① 

１－（４）－② 

４－（１）－② 

３ ア、イ、エ 情報提供の場の充実 国際・男女共同参画課 

１－（３）－① 

１－（４）－② 

４－（１）－② 

４ イ 

企業への育児、介護、ボランティ

ア休暇などの制度に関する情報提

供 

産業活性課  

５ ウ 法制度の情報提供 国際・男女共同参画課 
１－（３）－① 

１－（４）－② 

 

 

 

 

（注４）ダイバーシティー：元々は「多様性」の意。人種、性別、年齢、個性、価値観、健康状態等、あら

ゆる多様性を積極的に受け入れることで、優秀な人材を幅広く確保し、ビジネスの成長につなげようとする

考え方。 

 

 



 

 

基本目標４ 仕事と生活の調和づくり 

個別目標４－（１） ★仕事と家庭を両立するための環境整備 

方針４－（１）－② 働き続けるための条件整備 

 

＜施策の方向＞ 

ア 働く男女の多様なニーズに対応できるよう保育施設等の充実を促進します。 

イ 安心して働き続けるために放課後児童クラブ事業の充実に努めます。 

ウ 子育ての総合窓口としての役割を担う施設の充実を図るとともに、保育所等の機能を活用して相談や情

報の提供に努め、地域社会の子育てへの支援を促進します。 

エ ひとり親家庭の日常生活の安定を図るため、経済的支援･サービスを充実させるとともに、精神面でも支

援できる相談体制の推進に努めます。 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア 
延長保育、一時保育（非定型的）の

実施 
保育家庭課 

 

２ ア 休日保育の実施 保育家庭課 
 

３ イ 
児童クラブの開設及び民間児童ク

ラブ事業（委託）の実施 
こども・青少年課 

 

４ ウ 専門相談員・女性相談員による相談 市民相談課 １－（４）－② 

５ ウ 勤労者・企業への情報提供 産業活性課 ３－（２）－② 

６ ウ 婦人相談員による相談 生活援護課 １－（４）－② 

７ ウ 「子育て支援センター」の充実 こども総務課 
 

８ ウ 出産・育児に関する学習機会の提供 こども総務課 
２－（１）－① 

４－（２）－① 

９ ウ 
情報の提供やカウンセリングの充

実 
こども総務課 

 

１０ ウ 民間（ＮＰＯ等）相談窓口との連携 こども総務課 ５－（３）－① 

１１ ウ 地域育児センター機能の充実 保育家庭課  

１２ ウ 市民・企業への情報提供 国際・男女共同参画課 

１－（１）－① 

１－（３）－① 

１－（４）－② 

４－（１）－① 



 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１３ ウ 情報提供の場の充実 国際・男女共同参画課 

１－（３）－① 

１－（４）－② 

４－（１）－① 

１４ ウ 家庭教育支援のための事業の実施 生涯学習センター 
４－（２）－① 

５－（３）－① 

１５ ウ 情報提供の場の充実 生涯学習センター 
４－（２）－① 

５－（３）－① 

１６ ウ、エ 法制度の情報提供 産業活性課 
 

１７ ウ、エ 子育て支援のための相談業務 保育家庭課 
 

１８ エ ハローワーク等との連携 産業活性課 
 

１９ エ 小児医療費の助成 こども総務課 
 

２０ エ ひとり親家庭への就労支援 こども総務課 ３－（２）－② 

２１ エ ひとり親家庭等の医療費の助成 こども総務課 
 

２２ エ ひとり親家庭等家賃助成事業 こども総務課 
 

２３ エ 
母子自立支援員による相談、窓口・

電話等による情報提供 
こども総務課 

 

２４ エ 母子福祉資金等の支援 こども総務課 
 

２５ エ 
ひとり親家庭への市営住宅入居支

援 
街づくり総務課 

 

２６ エ 
専門相談員による「こころの健康相

談」を開設 

社会福祉法人 

大和市社会福祉協議会 

１－（４）－② 

５－（１）－① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

基本目標４ 仕事と生活の調和づくり 

個別目標４－（２） 男女ともに子育てできる環境整備 

方針４－（２）－① 男性の家庭生活や地域活動への参加促進 

 

＜施策の方向＞ 

ア 男性に向けた地域活動や家事を行うための情報を発信し、学習や交流の機会を提供します。 

イ 主に乳幼児を持つ父親を対象に、子育ての楽しさや父親同士のネットワーク作りに関する情報提供に努

めます。 

ウ 男女が安心して育児休暇・介護休暇を取得できるよう、職場環境の整備を図るとともに事業主と労働者

への啓発に努めます。 

エ 市役所の男性職員が育児休業を取得しやすい取り組みを進めます。 

※目標：国に準じて、男性職員の育児休業取得率を１３％に近づけます。 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア 運動会や授業参観の土・日の実施 指導室 ５－（３）－② 

２ ア、イ 
子育て支援センターにおける交流

の場を提供 
こども総務課  

３ ア、イ 
子育て支援センター主催の子育て

講座を開催 
こども総務課  

４ ア、イ 
ふれあい広場の開催・子ども広場の

提供 
こども・青少年課 ５－（３）－② 

５ ア、イ 親子が交流できる事業の充実 生涯学習センター  

６ ア、イ 家庭教育支援のための事業の実施 生涯学習センター 
４－（１）－② 

５－（３）－① 

７ ア、イ 情報提供の場の充実 生涯学習センター 
４－（１）－② 

５－（３）－① 

８ ア、イ 
子ども（親子を含む）を対象とした

教室を開催 

公益財団法人大和市ス

ポーツ・よか・みどり

財団 

５－（３）－② 

９ ア、イ 親子が交流できる事業の充実 
社会福祉法人 

大和市社会福祉協議会 
 

１０ イ 出産・育児に関する学習機会の提供 こども総務課 
２－（１）－① 

４－（１）－② 

１１ ウ 産前休暇の職員配置 人財課  

１２ ウ 
企業に対する「育児・介護休業法」

に関する学習機会の情報提供 
産業活性課  



 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１３ ウ 
家事・育児・介護等に関する学習機

会の提供 
国際・男女共同参画課  

１４ エ 市職員に対する啓発 人財課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

基本目標５ 全ての人が安心して暮らせる地域社会づくり 

個別目標５－（１） 生活上の困難に直面する男女への支援 

方針５－（１）－① 高齢男女への支援 

 

＜施策の方向＞ 

ア 高齢者に対し、個人の経験・能力を生かすことのできる活動環境の整備と就労機会の提供を図ります。 

イ 地域において、市民の相互扶助の意識を啓発するとともに、孤立や引きこもりを解消するための地域社

会活動や交流活動の支援を行います。 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア シルバー人材センターの支援 高齢福祉課 
 

２ ア 
様々な家庭に対応した医療費の助

成 
障がい福祉課 

 

３ ア 
生活福祉資金・緊急生活資金貸付事

業 

社会福祉法人 

大和市社会福祉協議会 

 

４ ア、イ 
障がい者や高齢者に対する生活相

談 
高齢福祉課 

 

５ ア、イ 
障がい者や高齢者に対する生活相

談 
障がい福祉課 

 

６ イ 
高齢者・障がい者支援に係る民生委

員・児童委員活動の充実 
健康福祉総務課 

 

７ イ 
４０歳以上の市民を対象にしたリ

ハビリ教室を実施。 
健康づくり推進課 

 

８ イ 介護サービス事業者との連携協力 介護保険課 
 

９ イ 
高齢者に対する交流活動の場の提

供 
高齢福祉課 

 

１０ イ 高齢者の介護予防・生活支援事業 高齢福祉課 
 

１１ イ 
高齢者を対象とした学習機会の提

供 
高齢福祉課 

 

１２ イ 
障がい者や高齢者への訪問・在宅サ

ービスの充実 
高齢福祉課 

 

１３ イ 

地域包括支援センター・在宅介護支

援センターと連携した相談事業の

実施 

高齢福祉課 

 

１４ イ 老人福祉施設等との連携協力 高齢福祉課 
 



 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１５ イ 手話及び筆記通訳者の派遣・設置 障がい福祉課  

１６ イ 
障がい者や高齢者への訪問・在宅サ

ービスの充実 
障がい福祉課 

 

１７ イ 
障がいに対する理解に係る学習機

会の提供 
障がい福祉課  

１８ イ 情報の場の提供や相談の実施 障がい福祉課  

１９ イ 
在宅要援護高齢者への「ふれあい訪

問活動」実施 

社会福祉法人 

大和市社会福祉協議会 
 

２０ イ 
専門相談員による「こころの健康相

談」を開設 

社会福祉法人 

大和市社会福祉協議会 

１－（４）－② 

４－（１）－② 

２１ イ 「ひまわり相談」における電話相談 
社会福祉法人 

大和市社会福祉協議会 
１－（４）－① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

基本目標５ 全ての人が安心して暮らせる地域社会づくり 

個別目標５－（１） 生活上の困難に直面する男女への支援 

方針５－（１）－② 若い世代の自立への支援 

  

＜施策の方向＞ 

ア 職業選択の幅を広くし、能力開発を図るため、資格や技能の取得についての情報と機会の提供に努めま

す。 

イ 関係機関と連携して、就業や労働に関する相談機会の充実を図ります。 

ウ （再掲）地域において、市民の相互扶助の意識を啓発するとともに、孤立や引きこもりを解消するため

の地域社会活動や交流活動の支援を行います。 

エ 専門機関における相談の充実、教育相談員やスクールソーシャルワーカー等の活用など学校における相

談体制の整備を図ります。 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア、イ 
ヤングキャリアカウンセリングの

実施 
産業活性課  

２ ア、イ キャリアカウンセリングの実施 国際・男女共同参画課  

３ ウ 
青少年を対象としたボランティア

体験講座等の実施 

社会福祉法人 

大和市社会福祉協議会 
 

４ ウ ボランティア登録制度の充実 
社会福祉法人 

大和市社会福祉協議会  
５－（３）－② 

５ エ 電話による母子相談 こども総務課  

６ エ 親と子の電話相談、及び啓発活動 青少年相談室 
１－（３）－② 

１－（４）－① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

基本目標５ 全ての人が安心して暮らせる地域社会づくり 

個別目標５－（２） 多文化共生の推進と環境づくり 

方針５－（２）－① 外国人がともに暮らせるための支援 

  

＜施策の方向＞ 

ア 多文化共生事業への参画を推進します。 

イ 国際交流、国際理解をさらに発展させるために、市民のボランティア活動を支援するとともに、人材育

成を行います。 

ウ 世界各地域の女性の人権問題についての理解を深めるための情報収集や情報提供を行います。 

エ 国の文化を知るための学習の機会を充実します。 

オ 外国人市民への行政及び生活に関する情報提供の充実を図るとともに、外国人市民の意見を聞く機会を

充実させます。 

カ 海外友好都市との交流を促進します。 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア 
外国人市民への多言語及びやさしい

日本語による情報提供の充実 
国際・男女共同参画課 

 

２ ア 
日本語教室の運営支援及びネットワ

ークづくり 

国際・男女共同参画課

（公益財団法人 大

和市国際化協会） 

 

３ ア 親子の日本語教室 生涯学習センター 
 

４ ア、エ 国際交流フェスティバルの開催 
公益財団法人 大和

市国際化協会 

 

５ ア、エ、カ やまと世界料理の屋台村の開催 国際・男女共同参画課 
 

６ ア、オ 外国人児童・生徒教育支援 指導室 
 

７ イ 

多文化共生、国際交流による地域づ

くりを発展させるためのボランティ

ア活動支援 

生涯学習センター 

 

８ イ 英語教育の推進 指導室 
 

９ イ 
多文化共生、国際交流に係るボラン

ティアの資質向上のための支援 

公益財団法人 大和

市国際化協会 

 

１０ ウ 
海外の男女共同参画推進に関する情

報収集と提供 
国際・男女共同参画課 

 

１１ ウ 外国人相談体制の充実 国際・男女共同参画課 
 



 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１２ ウ 平和に対する意識の啓発 国際・男女共同参画課  

１３ ウ 外国人相談体制の充実 
公益財団法人 大和

市国際化協会 
 

１４ オ 外国人市民サミット 国際・男女共同参画課  

１５ オ 外国人市民の市民参加の促進 国際・男女共同参画課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

基本目標５ 全ての人が安心して暮らせる地域社会づくり 

個別目標５－（３） ★さまざまな主体による地域づくり 

方針５－（３）－① 地域ネットワーク構築の支援 

  

＜施策の方向＞ 

ア 男女共同参画を推進する市民の活動を支援する環境を整備します。 

イ 男女共同参画を推進する活動の情報収集・情報提供を充実させます。 

ウ 男女共同参画推進本部となる担当部署等のコーディネート力、情報発信力を高めます。 

エ 行政と地域活動を行っている団体等とのネットワーク構築や団体相互の連携を促進します。 

オ （再掲）子育ての総合窓口としての役割を担う施設の充実を図るとともに、保育所等の機能を活用して

相談や情報の提供に努め、地域社会の子育てへの支援を促進します。 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア 
コミュニティセンターの拠点機能

の充実 
生活あんしん課  

２ ア 
男女共同参画を推進する市民活動

団体の育成・支援 
国際・男女共同参画課  

３ ア 学校施設の開放の推進 生涯学習センター  

４ ア 
講座・フォーラムの開催日・時間の

工夫及び一時保育の充実 
生涯学習センター  

５ ア 情報提供の場の充実 生涯学習センター 
４－（１）－② 

４－（２）－① 

６ ア 地域学習交流の支援 生涯学習センター  

７ ア 地域活動の拠点機能の充実 生涯学習センター  

８ ア 文化芸術事業の実施 生涯学習センター  

９ ア 
図書館主催講座における一時保育

の実施 
図書館  

１０ ア 学校施設のスポーツ開放の推進 スポーツ課  

１１ ア 
各年代に応じたスポーツ教室の開

催 

公益財団法人大和市ス

ポーツ・よか・みどり財

団 

１－（２）－① 

１２ ア 
託児及び親子で参加できるスポー

ツ教室等の開催 

公益財団法人大和市ス 

ポーツ・よか・みどり財 

団 

 

１３ ア、ウ 市民活動センター機能の充実 市民活動課  



 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１４ ア、エ 防犯活動への女性の参加 生活あんしん課  

１５ ア、エ 文化芸術事業の実施 文化振興課 ５－（３）－② 

１６ イ 
市民活動団体情報のデータベース

化 
市民活動課 ５－（３）－② 

１７ イ 学習相談員による相談体制の整備 生涯学習センター  

１８ イ 家庭教育支援のための事業の実施 生涯学習センター 
４－（１）－② 

４－（２）－① 

１９ イ 生涯各期に対応した事業の実施 生涯学習センター  

２０ イ 生涯学習に関する情報の提供 生涯学習センター  

２１ ウ 
男女共同参画の情報コーナーの設

置 
図書館 ５－（３）－② 

２２ エ はぐくねっと こども総務課  

２３ エ 
プレママ・パパ チャレンジ離乳食

教室 
こども総務課  

２４ エ 民間（ＮＰＯ等）相談窓口との連携 こども総務課 ４－（１）－② 

２５ エ 青少年育成団体の支援 こども・青少年課  

２６ エ ファミリーサポートセンター事業 保育家庭課  

２７ エ 
市民団体と連携した啓発事業の実

施 
国際・男女共同参画課  

２８ エ 
生活に役立つ日本語の読み書きを

学ぶ「つるま読み書きの部屋」 
国際・男女共同参画課  

２９ オ 
子育て支援に係る民生委員、児童委

員活動の充実 
健康福祉総務課  

３０ オ 
親子または子どもが自由に遊べる

スペース（ふれあいルーム）の開設 
こども・青少年課  

３１ オ 専門相談員・女性相談員の配置 
社会福祉法人 

大和市社会福祉協議会 
 

３２ オ 保育ボランティアの育成 
社会福祉法人 

大和市社会福祉協議会 
５－（３）－② 

 



 

 

基本目標５ 全ての人が安心して暮らせる地域社会づくり 

個別目標５－（３） ★さまざまな主体による地域づくり 

方針５－（３）－② 地域社会への参画・参加 

  

＜施策の方向＞ 

ア 働く女性や子育てをする男女が地域活動へ参画しやすい環境を整えます。 

イ 子どもたちが、地域活動に関心を持てる機会を提供します。 

ウ 各世代の男女がそれぞれの能力や、得意分野に関する知識などを活かして、さまざまな地域活動に参画

できる環境づくりに努めます。 

エ 地域の行事等の情報を発信し、市民の参加を促します。 

オ 市民の地域でのボランティア活動やＮＰＯ活動等を支援します。 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１ ア 男女共同参画の情報コーナーの設置 図書館 ５－（３）－① 

２ ア 運動会や授業参観の土・日の実施 指導室 ４－（２）－① 

３ ア 
子ども（親子を含む）を対象とした

教室の開催 

公益財団法人大和市ス

ポーツ・よか・みどり財

団 

４－（２）－① 

４ ア、ウ 市民活動補償制度の周知 市民活動課  

５ ア、ウ 
男女共同参画に関する情報提供の場

の充実 
国際・男女共同参画課 ２－（１）－① 

６ ア、エ 
男女共同参画コーナー（掲示・閲覧・

配布）の充実 
生涯学習センター ２－（１）－① 

７ イ 美化活動への家族での参加促進 生活環境保全課  

８ イ 
青少年を対象としたボランティア体

験講座等の実施 
こども・青少年課  

９ イ 
ふれあい広場の開催・子ども広場の

提供 
こども・青少年課 ４－（２）－① 

１０ イ 地域で遊べる場づくり 
社会福祉法人 

大和市社会福祉協議会 
 

１１ イ、エ 児童館事業の実施 こども・青少年課  

１２ ウ 市民活動団体情報のデータベース化 市民活動課 ５－（３）－① 

１３ エ 文化芸術事業の実施 文化振興課 ５－（３）－① 



 

 

番号 
対応する 

施策の方向 
事業等の名称 所管課かい 重複する他の方針 

１４ オ ボランティア登録制度の充実 市民活動課  

１５ オ ボランティア登録制度の充実 
社会福祉法人 

大和市社会福祉協議会 
５－（１）－② 

１６ オ 保育ボランティアの育成 
社会福祉法人 

大和市社会福祉協議会 
５－（３）－① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆お問い合わせ先 

大和市役所 文化スポーツ部 

国際・男女共同参画課 

国際・男女共同参画担当 

             ＴＥＬ：０４６－２６０－５１６４ 

             ＦＡＸ：０４６－２６３－２０８０ 

 

第２次やまと男女共同参画プラン 

前期実施計画 
 

平成２４年４月 

 

〒242-8601  大和市下鶴間１－１－１ 

 ＴＥＬ：０４６－２６３－１１１１（代） 

http://www.city.yamato.lg.jp/ 


